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１．強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する
国土強靭化基本法（以下「国土強靭化基本法」）

目的
大規模自然災害等に備え、国土強靭化に関する施策を総合的かつ計画
的に推進し、もって、公共の福祉の確保等に資することを目的とする。

前文
様々な災害に対し、求められる事前防災及び減災に対する施策には限り
がなく、他方、実施するための財源は限られている。
今すぐにでも発生し得る大規模自然災害等に備えて早急に施策を進める
ためには、災害等に対する脆弱性を評価し、優先順位を定め、事前に的確
な施策を実施して自然災害等に強い国土及び地域を作るとともに、自らの
生命及び生活を守ることが出来るよう地域住民の力を向上させることが必
要である。
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１．国の責務

国土強靭化に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施する

責務を有し、国土強靭化に関する施策の推進に関する基本的な計画を

定める ⇒

国土強靭化基本計画を策定（H26.6）、見直し（H30.12）

また、毎年、国土強靭化アクションプランを策定

２．地方公共団体の責務

当該地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、実施す

る責務を有し、当該地域の施策の推進に関する基本的な計画を定める

⇒

（１）長野県 長野県国土強靭化地域計画を策定

H28.3 策定、H30.3第二期策定
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（２）長野市 未策定

都道府県・他市の策定状況 （令和２年４月１日現在） 4
地方公共団体 策定済数 策定率

都道府県（47都道府県） ４７ １００％

中核市（６０市） ２８ ４６％

長野県市（19市） ４ ２１％

２．国土強靭化地域計画策定に対する国の対応

国においては、地方公共団体が実施する補助金・交付金事業に対し、国土強靭化地域計画に基づき実施
される取組又は明記された事業であることを交付要件とする「要件化」を令和３年度より検討しており、国土強
靭化地域計画の策定を地方公共団体に促してる。
本市の国土強靭化地域計画に関係する事業費・補助金交付額等

年度 事業費 補助金・交付金額 事業内容

平成３０年度 ５．４億 ２．１億 ・大安寺橋宮平線他３２路線改修
・小中学校耐震化改修
・内水浸水対策工事 等

令和元年度 ２５．３億 １１．８億

令和２年度 ３６．９億 １５．８億

計 ６７．６億 ２９．７億



３．長野市国土強靭化地域計画の策定

計画の位置づけ

国の国土強靭化基本計画や長野県強靭化計画と調和を図ると

ともに、国土強靭化の観点から本市の様々な分野の指針となる

計画とする。

策定方法

各部局と連携し、検討・策定作業を進めるとともに、必要に応じ

て、関係機関に照会し、意見をお聞きしながら、策定する。
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４．長野市国土強靭化地域計画の計画期間

計画の計画期間

長野市国土強靭化地域計画の計画期間：
令和３年５月から令和９年３月まで（総合計画と整合）
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５．長野市国土強靭化地域計画の内容

計画の内容

国による計画策定ガイドラインに規定されている次のことを記載

①地域を強靭化する上での目標の明確化

②リスクシナリオ（最悪の事態）、施策分野の設定

③脆弱性の分析・評価、課題

④リスクへの対応策

⑤対応策について重点化・優先順位付け⇒各部局事業を記載

⑥ＫＰＩ（重要業績指数）の設定 及びＰＤＣＡサイクルによる

進捗管理・評価
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６．長野市国土強靭化地域計画の策定スケジュール
8

年 Ｒ２ Ｒ３
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